
甲府市障害児（者）施設整備費補助金交付要綱 

 

平成３１年４月１日 

福第１５号 

（趣旨） 

第１ この要綱は、障害児（者）施設通所者等の福祉の向上を図るため、「児童福祉法」（昭

和２２年法律第１６４号）及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律」（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）等の規定に基づ

き、社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法

人、一般財団法人、ＮＰＯ法人、営利法人等（以下「社会福祉法人等」という。）が設置す

る障害児（者）施設の整備に要する経費の一部を障害児（者）施設整備費補助金（以下「補

助金」という。）として予算の範囲内で交付することにより、円滑な施設整備を図ることを

目的とするものであり、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律

第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第

２５５号。以下「適正化法施行令」という。）及び甲府市補助金等交付規則（昭和３８年１

１月規則第５０号）に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 障害児（者）施設 別表１に定める施設をいう。 

 ⑵ 施設整備 別表２に定める整備内容を行うことをいう。 

 （交付の対象） 

第３ 補助金は、社会福祉法人等が設置する別表１に定める障害児（者）施設における別表２

に定める施設整備に要する費用を交付の対象とする。ただし、次に掲げる費用については、

補助の対象としない。 

⑴  土地の買収又は整地に要する費用 

⑵  職員の宿舎に要する費用 

⑶  その他施設整備費として適当と認められない費用 

 （交付額の算定方法） 

第４ この補助金の交付額は、次により算出するものとし、交付額に１，０００円未満の端数

が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

⑴ 創設、増築、改築、老朽民間社会福祉施設整備及び避難スペース整備の場合 

令和元年６月２７日厚生労働省発社援０６２７第８号厚生労働事務次官通知の別紙「社

会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」（以下「国要綱」という。）第２第６項第

１号アにより選定した額に別表３に定める市補助率を乗じて得た額と国要綱第２第６項第

１号イにより算出した額のいずれか少ないほうの額の範囲内の額。 

⑵ ⑴以外の場合 

  国要綱第２第６項第２号アにより選定された額を合算した額と総事業費から寄付金その

他の収入額（社会福祉法人等（営利法人を除く。）の場合は、寄付金収入額を除く。）を

控除した額のいずれか少ないほうの額に別表３に定める市補助率を乗じて得た額の範囲内

の額。 



（交付の条件） 

第５ 補助金の交付決定に、次に掲げる条件を付すものとする。 

⑴ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）に要する経費の配分を変

更する場合には、市長の承認を受けなければならない。 

⑵ 補助事業の内容のうち、次のアからウに掲げる事項を変更するときは、市長の承認を受

けなければならない。 

 ア 建物の規模又は構造（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更であって、補

助金額の増減を伴わないものを除く。） 

 イ 建物等の用途 

 ウ 入所定員又は利用定員 

⑶ 補助事業を中止、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。 

⑷ 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、

速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

⑸ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後におい

ても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければ

ならない。 

⑹ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額０円の場合を含む。）は、消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第１１号様式）により速やかに、遅くとも補

助事業完了日の属する年度の翌々年度の６月３０日までに市長に報告しなければならな

い。 

  なお、補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）が全国的に事業を展開する組

織の一支部又は一支社及び一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わ

ず、本部又は本社及び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の

課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。 

  また、市長に報告した結果、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合に

は、当該仕入控除税額を市に納付しなければならない。 

⑺ 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供

を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

⑻ 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、

契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

⑼ 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契

約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

⑽ 補助金の対象経費に対して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金及び公益財団法人ＪＫ

Ａ又は公益財団法人日本財団の補助金の交付を重複して受けてはならない。 

⑾ 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効

用の増加した価格が単価３０万円以上の機械、器具及びその他の財産については、適正化

法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過するまで、

市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。 

⑿ 前号の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書（第１２号様式）を市長に提



出し、その承認を受けなければならない。 

⒀ 補助事業者は前号の承認を受けて、財産を処分することにより収入があった場合には、

その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。 

⒁ 市長は、第１１号の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金のう

ち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に

供し、取り壊し、又は廃棄した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する

分を返還させるものとする。 

⒂ 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該収入及び支

出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（補助事業

の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５

年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加し

た不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０

万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、

又は適化法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経

過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

（申請手続） 

第６ 補助金の交付の申請は、甲府市障害児（者）施設整備費補助金交付申請書（第１号様

式）に関係書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出するものとする。 

 （決定の通知） 

第７ 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付

した場合はその条件を甲府市障害児（者）施設整備費補助金交付決定通知書（第２号様式）

により、申請者に通知するものとする。 

 （補助事業の計画変更、廃止、中止） 

第８ 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により、当該補助事業の内容を変更し

ようとするときは甲府市障害児（者）施設整備費補助金変更承認申請書（第３号様式）を、

中止又は廃止しようとするときは甲府市障害児（者）施設整備費補助金中止・廃止承認申請

書（第４号様式）により、それぞれ市長の承認を受けなければならない 

（着工届及び完成届） 

第９ 補助事業者は、障害児（者）施設の工事に着手したときは着工届（第５号様式）を、完

成したときは完成届（第６号様式）を、速やかに市長に提出しなければならない。 

（現地調査） 

第１０ 市長は、補助事業に係る建設工事の中間時点及び完了時点において現地調査を実施す

るものとし、その際は、申請者、工事監理者、請負業者を立ち会わせるものとする。 

（実績報告） 

第１１ 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して１か月を経過した日又は交付決定を

した年度の翌年度４月１０日のいずれか早い期日（補助事業の廃止の承認を受けた場合は、

当該承認通知を受理した日から起算して１か月を経過した日）までに甲府市障害児（者）施

設整備費補助事業実績報告書（第７号様式）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１２ 市長は、第１１の実績報告を受けたときは、報告書類の審査及び現地調査により、そ

の報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するも



のであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、甲

府市障害児（者）施設整備費補助金交付額確定通知書（第８号様式）により申請者に通知す

るものとする。 

 （補助金の請求） 

第１３ 補助事業者は、第１２に定める補助金の額の確定があったときは、甲府市障害児

（者）施設整備費補助金請求書（第９号様式）により市長に請求するものとする。 

（補助金の交付） 

第１４ 市長は、工事の完成検査後に補助金を交付するものとする。ただし、市長が必要と認

めたときは、概算払いをすることができる。 

２ 前項の規定により、概算払いすることができる補助金の額は、補助事業の進捗により出来

形の９割以内の額とする。 

３ 補助事業者は、補助金を概算払いにより受けようとするときは、概算払請求書（第１０号様

式）に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。 

（補助金の返還） 

第１５ 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が

交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について市に返還することを命ずるこ

とができる。 

（交付の取消等） 

第１６ 市長は、次に掲げる事項に該当するときは、交付決定をした補助金の全部又は一部を取

り消し、当該取り消しに係る部分に関し既に交付した補助金がある場合は、その返還を命ずる

ことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の規定に基

づく命令に違反したとき。 

⑷ 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産等については、補助事業者が第５の交

付の条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保権を設定する等を行ったた

め、交付目的が達成されないことが明らかになったとき。 

⑸ 国庫補助要綱に基づく交付の決定を取り消されたとき。 

２ 前項の規定は、第１２の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用す

る。 

（その他）  

第１７ この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

    

附 則  

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年７月１日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

 

 

 



別表１（第２関係） 

区分 施設の分類 

大分類 中分類 小分類 

⑴  障害者総合支援法第５

条第１項に基づく障害福

祉サービス事業（同条第

６項に規定する療養介

護、同条第７項に規定す

る生活介護、同条第１２

項に規定する自立訓練、

同条第１３項に規定する

就労移行支援若しくは同

条第１４項に規定する就

労継続支援に限る。）を行

う施設（以下「障害福祉サ

ービス事業所」という。）

並びに同条第１１項に規

定する障害者支援施設 

障害福祉サービス 

事業所 

  

障害者支援施設 

⑵  障害者総合支援法第５

条第２項に規定する居宅

介護、同条第３項に規定

する重度訪問介護、同条

第４項に規定する同行援

護、同条第５項に規定す

る行動援護（以下「居宅介

護」という。）、同条第８

項に規定する短期入所、

同条第１５項に規定する

就労定着支援、同条第１

６項に規定する自立生活

援助、同条第１７項に規

定する共同生活援助及び

同条第１８項に規定する

相談支援を行う事業所 

居宅介護事業所 

重度訪問介護事業所 

同行援護事業所 

行動援護事業所 

（以下「居宅介護事

業所」という。） 

  

短期入所事業所 

就労定着支援事業所 

自立生活援助事業所 

共同生活援助事業所 

相談支援事業所 

⑶  身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３

号）第５条第１項に基づ

身体障害者社会参加

支援施設 

補装具製作施設  

 

 
盲導犬訓練施設 



く身体障害者社会参加支

援施設（補装具製作施設、

盲導犬訓練施設及び視聴

覚障害者情報提供施設に

限る。） 

視聴覚障害者情

報提供施設 

点字図書館 

聴覚障害者情報 

提供施設 

⑷  児童福祉法第６条の２

の２第２項に規定する児

童発達支援、同条第４項

に規定する放課後等デイ

サービスを行う事業所 

児童発達支援事業所   

放課後等デイサービ

ス事業所 

⑸  児童福祉法第６条の２

の２第５項に規定する居

宅訪問型児童発達支援、

同条第６項に規定する保

育所等訪問支援及び同条

第７項に規定する障害児

相談支援を行う事業所 

居宅訪問型児童発達

支援事業所 

  

保育所等訪問支援事

業所 

障害児相談支援事業

所 

⑹  障害者総合支援法第 

５条第２８項に基づく福

祉ホーム 

福祉ホーム   

⑺  平成１７年１０月５日

社援発第１００５０１０

号厚生労働省社会・援護

局長通知「社会福祉施設

等における応急仮設施設

整備の国庫補助の取扱い

について」に基づく応急

仮設施設 

応急仮設施設   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２（第２関係） 

１ 別表１の⑴、⑶及び⑷に掲げる施設（以下「障害福祉サービス事業所等」という。）並び

に障害福祉サービス事業所等に係る⑺の施設の場合 
 

整備区分 整備内容 

創設 新たに施設を整備すること。 

増築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。 

改築 既存施設の改築整備（一部改築及び耐震化等整備を含む。）をするこ

と。 

大規模修繕等 既存施設等について平成１７年１０月５日社援発第１００５００６号

厚生労働省社会・援護局長通知「社会福祉施設等施設整備費における

大規模修繕等の取扱いについて」及び平成２８年１１月１８日社援発

１１１８第３号厚生労働省社会・援護局長通知「障害者支援施設等に

おける防犯対策等の強化に係る整備について」により整備をするこ

と。 

スプリンクラー 

設備等整備 

平成１７年１０月５日社援発第１００５００７号厚生労働省社会・援

護局長通知「社会福祉施設等施設整備費におけるスプリンクラー設備

等の取扱いについて」により整備をすること。 

老朽民間社会福祉

施設整備 

社会福祉法人が設置する施設について平成１７年１０月５日社援発第

１００５００５号厚生労働省社会・援護局長通知「老朽民間社会福祉

施設の整備について」により改築整備をすること。 

応急仮設施設整備 平成１７年１０月５日社援発第１００５０１０号厚生労働省社会・援

護局長通知「社会福祉施設等における応急仮設施設整備の国庫補助の

取扱いについて」により整備をすること。 

避難スペース整備

（別表１の⑶に掲

げる施設の整備を

除く。） 

平成２５年２月２６日障発０２２６第４号厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部長通知「社会福祉施設等施設整備費における在宅障害者

向け避難スペース整備の取扱いについて」により避難スペース整備を

すること。 

 

 

２ 別表１の⑵及び⑸の施設並びに同号の施設に係る⑺の施設の場合 

整備区分 整備内容 

創設 新たに施設を整備すること。 

増築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。 

改築 既存施設の改築整備（一部改築及び耐震化等整備を含む。）をするこ

と。 



大規模修繕等 

 

既存施設等について平成１７年１０月５日社援発第１００５００６号

厚生労働省社会・援護局長通知「社会福祉施設等施設整備費における

大規模修繕等の取扱いについて」及び平成２８年１１月１８日社援発

１１１８第３号厚生労働省社会・援護局長通知「障害者支援施設にお

ける防犯対策等の強化に係る整備について」により整備をすること。 

応急仮設施設整備 平成１７年１０月５日社援発第１００５０１０号厚生労働省社会・援

護局長通知「社会福祉施設等における応急仮設施設整備の国庫補助の

取扱いについて」により整備をすること。 

避難スペース整備

（居宅介護及び相

談支援を行う事業

所の施設整備を除

く。） 

平成２５年２月２６日障発０２２６第４号厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部長通知「社会福祉施設等施設整備費における在宅障害者

向け避難スペース整備の取扱いについて」により避難スペース整備を

すること。 

 

 

３ 別表１の⑹に掲げる施設の場合 

整備区分 整備内容 

大規模修繕等 既存施設について平成２８年１１月１８日社援発１１１８第３号厚生

労働省社会・援護局長通知「障害者支援施設等における防犯対策等の

強化に係る整備について」により整備をすること。 

スプリンクラー設

備等整備 

平成１７年１０月５日社援発第１００５００７号厚生労働省社会・援

護局長通知「社会福祉施設等施設整備費におけるスプリンクラー設備

等の取扱いについて」により整備をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表３（第４関係） 

１ 

施設の種類 

２ 

設置根拠等 

３ 

設置者 

４ 

補助根拠等 

５ 

市補助率 

⑴  障害福祉サービス

事所等 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 障害福祉サービ

ス事業所（療養介護

を除く。） 

障害者総合支援法 

第７９条第２項 

社会福祉法人等 予算措置 ３／４ 

 

イ 障害福祉サービ

ス事業所（療養介護

に限る。） 

障害者総合支援法 

第７９条第２項 

社会福祉法人等 予算措置 ３／４ 

ウ 障害者支援施設 障害者総合支援法 

第８３条第４項 

地方税法（昭和

２５年法律第２

２６号）第３４

８条第２項第１

０の６号及び第

１０の７号の規

定により固定資

産税を課されな

いこととされて

いる法人（社会

福祉法人、日本

赤十字社、公益

社団法人又は公

益財団法人等。

医療法人を除

く。） 

予算措置 ３／４ 

⑵  居宅介護事業所、

短期入所事業所、就

労定着支援事業所、

自立生活援助事業

所、共同生活援助事

業所及び相談支援事

業所 

障害者総合支援法 

第７９条第２項 

社会福祉法人等 予算措置 ３／４ 

⑶  身体障害者社会参

加支援施設 

身体障害者福祉法 

第２８条第３項 

社会福祉法人 予算措置 ３／４ 

⑷  児童発達支援事業

所及び放課後等デイ

サービス事業所 

児童福祉法 

第３４条の３第２

項 

社会福祉法人等 予算措置 ３／４ 



 

⑸  居宅訪問型児童発

達支援事業所、保育

所等訪問支援事業所

及び障害児相談支援

事業所 

児童福祉法 

第３４条の３第２

項 

社会福祉法人等 予算措置 ３／４ 

⑹  福祉ホーム 障害者総合支援法 

第７９条第２項 

社会福祉法人等 予算措置 ３／４ 

⑺  応急仮設施設 平成１７年１０月

５日社援発第１０

０５０１０号厚生

労働省社会・援護

局長通知「社会福

祉施設等における

応急仮設施設整備

の国庫補助の取扱

いについて」 

本表中の施設の

種類ごとに定め

られている設置

者 

予算措置 ３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第６関係） 

  年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                      所 在 地 

                      名 称 

                      代表者氏名             ㊞ 

 

 

甲府市障害児（者）施設整備費補助金交付申請書 

 このことについて、 年度甲府市障害児（者）施設整備費補助金交付要綱第６の規定により、

次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 

  １ 補助金交付申請額  金            円 

   

  ２ 施設の種類 

 

  ３ 添付書類 

   ⑴ 障害児（者）施設整備費補助金申請額内訳（別紙１） 

   ⑵ 事業計画書（別紙２）  

   ⑶ 歳入歳出予算書（見込書）抄本 

   ⑷ その他必要な書類 

 

暴力団でないことの宣誓 

□ 暴力団の利益となる利用を制限するため、私達は暴力団でないことを宣誓し、次のこと

について同意します。  （□にレチェック） 

 

暴力団による利用であるかを確認する必要がある場合は、所轄の警察署へ照会することが

あります。また、交付決定後に暴力団の利益となる利用であることが判明した場合は、交

付を取り消し、給付（補助）金を返還するものとします。 

（甲府市暴力団排除条例第８条） 



 

別紙１

（都道府県市名）甲府市　　　（設置者の名称）   　　　    　　　　　　　　　　　　（施設の名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対象経費の B と D の 少 な い 方  国　庫　補　助

実　支　出 差　引　額

（予定）額 の額×市補助率 単　　　　　　　価 基　　本　　額

A 円 B （ ≦ A ） 円 C 円 D （ =A-C ） 円 E 円 F 円 G 円 H 円 I （ =H × 2/3 ） 円

　 主　 体 　工 　事 　費

    工　 事　 事   務   費

（注） (1) 工事請負契約等を締結する単位で作成すること。

(2) 国庫補助金算定方法が交付要綱第４第1号によらない整備区分については、各々の算出方法に基づき算出した基準額の合計に市補助率を乗じたもの（ただし、千円未満は切捨て。）をＦ欄に記入すること。

(3) 算出にあたっては、本体、その他工事別とし、小計を設けること。

(4) G欄については、中核市補助（3/4+α）相当額を計上すること。＋αとは中核市の単独補助を指す。

(5) Ａ欄～Ｄ欄の施設種別毎の内訳の金額については、E欄、F欄若しくはG欄の内訳を国庫補助基本額とした場合には、記入不要である。

(6) A欄～H欄の施設整備費計の欄については、内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。

(7) H欄には、E欄、F欄若しくはG欄の合計のうち最も少ない額である欄の施設種別毎の内訳の金額を記入すること。

(8) I欄は、H欄の金額に国庫補助率を乗じて得た額とすること。

中　　核　　市

補　　助　 額

国庫補助金
 

所　要　 額

本　　　　　　     　　　　体

１ 施 設 整 備 費

合 計

算定基準による
算　　 定 　　額

障　　害　　児　　（者）　　施　　設　　整　　備　　費　　補　　助　　金　　申　　請　　額　　内　　訳

設　 置 　者 　の
総　 事 　業　 費

寄付金その他
の　収　入　額

施 設 種 別



別紙（２） 

 

事 業 計 画 書 

 

 

１ 対象施設の概要 

⑴ 施設の名称及び所在地 

⑵ 施設の種類 

⑶ 事業の目的及び効果 

⑷ 設置主体及び経営主体 

⑸ 入所（利用）定員 

 

 

２ 施設整備費に係る事業計画 

⑴ 施設の規模及び構造 

ア 整備事業（解体撤去工事費・仮設施設工事費を除く。） 

（ア）敷地面積              ㎡ 

（イ）敷地の所有関係  （自己所有地・借地・買収（予定）地の別） 

（ウ）施設整備の区分    （創設・改築等の別） 

（エ）建物の面積     建築面積      ㎡、延床面積      ㎡ 

（オ）建物の構造    （        造） 

（注）１ 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表を添付すること。 

なお、改築等の場合は、既存建物との関係を明示すること。 

２ 配置図及び各階平面図を添付すること。 

なお、改築等の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。 

イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの） 

（ア）建物の面積    建築面積     ㎡、延床面積     ㎡ 

（イ）建物の構造    （         造） 

（ウ）建築年月日 

（エ）補助金の区分   （昭和○○年度：国庫・民間・自己資金・その他） 

（オ）処分（取り壊し）年月日 

（注）既存施設の解体撤去工事がわかるものを添付すること。 

ウ 仮設施設工事 

（ア）建物の面積    建築面積     ㎡、延床面積     ㎡ 

（イ）建物の構造    （         造） 

（注） １ 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表を添付すること。 

２ 配置図及び各階平面図を添付すること。 

 

⑵ 整備費内訳   

ア  主体工事費                                    円 

イ  工事事務費                               円 

ウ  小計（本体工事費）                      円 

エ  介護用リフト等特殊附帯工事費             円 

（介護用リフト工事費）                   円 

（                  ）                   円 

オ  授産施設近代化整備工事費                 円 

カ  授産施設等整備工事費                     円 

 

現在定員 増加定員 合計 

人 人  

 

人  

 



キ  解体撤去工事費及び 

仮設施設整備工事費 

（解体撤去工事費）                       円 

（仮設施設整備工事費）                   円 

ク  その他の工事費                           円 

ケ  地域交流スペース                         円 

コ  合 計                                    円 

（注）工事費費目別内訳書を添付すること。 

 

⑶ 財源内訳 

ア 国庫補助金                             円 

イ 市補助金                                円 

ウ 設置者負担金                             円 

（内訳）一般財源                         円 

借入金                           円 

その他                           円 

エ 合    計                                円 

 

⑷ 施工計画 

ア 直営・請負の別 

イ 契約年月日 

ウ 着工年月日 

エ 竣工年月日 

オ 事業開始年月日 

カ 解体撤去工事関係 

（ア）直営・請負の別 

（イ）着工年月日 

（ウ）完了年月日 

キ 仮設施設工事関係 

（ア）直営・請負・賃貸借の別 

（イ）工事期間 

（ウ）仮設施設の使用期間 

 

⑸ 平成２０年４月１７日社援発第０４１７００１号「厚生労働省所管一般会計補助金等に

係る財産処分について」の別添１「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認

基準」第３の３の⑴に規定する抵当権の設定の有無 

有 ・ 無 

 

⑹ その他参考事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第７関係） 

第 号 

年  月  日 

 

           様 

 

                      甲府市長           印  

 

 

    甲府市障害児（者）施設整備費補助金交付決定通知書 

 年 月 日付けで申請のありました 年度甲府市障害児（者）施設整備費補助金については、

次のとおり交付することを決定しましたので通知します。 

 

 

１ 施設の名称 

 

２ 交付決定額     金          円 

 

３ 補助対象額及びその額    

別紙「補助対象額及び交付決定額内訳書」のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

補助対象額及び交付決定額内訳書 

 

 

 補助対象額 交付決定額 

施

設

整

備

費 

創設 円 円 

改築 円 円 

老朽改築 円 円 

増築 円 円 

大規模修繕等 円 円 

スプリンクラー 

設備等整備 
円 円 

合計 円 円 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第８関係） 

  年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                      所 在 地 

                      名 称 

                      代表者氏名             ㊞ 

 

 

甲府市障害児（者）施設整備費補助金変更承認申請書 

 年 月 日付け第 号で交付決定のありました 年度甲府市障害児（者）施設整備費補助金

について、事業の変更をしたいので申請します。 

 

 

 

 

 

 

変 更 内 容 

 

 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

総 事 業 費   

 

 

 

変 更 の 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

変更予定年月日  

注 変更が認められない場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第８関係） 

  年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                      所 在 地 

                      名 称 

                      代表者氏名             ㊞ 

 

 

甲府市障害児（者）施設整備費補助金中止・廃止承認申請書 

 年 月 日付け第 号で交付決定のありました 年度甲府市障害児（者）施設整備費補助金

について、事業を中止・廃止したいので申請します。 

 

 

届出区分 □中止          □廃止 

 

 

 

 

中止又は廃止の事由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概算払受領済金額  円（総事業費         円） 

中止・廃止予定年月日 年     月     日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第９関係） 

  年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                      所 在 地 

                      名 称 

                      代表者氏名             ㊞ 

 

 

 着 工 届 

 次の施設整備工事について、 年 月 日に着工したので届け出ます。 

 

施設の名称  

工事請負者  

契約年月日 年   月   日 

請負金 額                     円 

工   期 
着工          年   月   日 

完成（予定）      年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第９関係） 

  年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                     所 在 地 

                     名 称 

                     代表者氏名              ㊞ 

 

 

 完 成 届 

 次の施設整備工事について、 年 月 日に完成したので届け出ます。 

 

施 設 の 名 称  

工 事 請 負 者  

契 約 年 月 日 年   月   日 

請 負 金 額                     円 

概算払受領済額                     円 

請負金額残額                     円 

工     期 
着工          年   月   日 

完成          年   月   日 

完 成 年 月 日 年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第１１関係） 

  年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                      所 在 地 

                      名 称 

                        代表者氏名             ㊞ 

 

 

甲府市障害児（者）施設整備費補助事業実績報告書 

 年 月 日付け第 号で交付決定のありました 年度甲府市障害児（者）施設整備費補助金に

係る事業実績について、次のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

 

１ 障害児（者）施設整備費補助金精算額内訳 （別紙１） 

 

２ 事業実績報告書 （別紙２） 

 

３ 歳入歳出決算書（見込書） 抄本 

 

４ その他必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１

（都道府県市名）甲府市　　　（設置者の名称）   　　　    　　　　　　　　　　　　（施設の名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対象経費の B と D の 少 な い 方 算定基準による 中　　核　　市 中　　　核　　　市 国 庫 補 助 国庫補助金 国庫補助金 国庫補助金 差　引　過

実　支　出 差　引　額 算　　　定　　　額 補　　　助　　　金

（予定）額 の 額 × 補 助 率 単　　　 　　　　価 補　　助　　額 支　出　済　額 基    本 　額 所　 要　 額 交付決定額 受　入　済　額 △　不　足　額

A 円 B （ ≦ A ） 円 C 円 D （ =A-C ） 円 E 円 F 円 G 円 Ｈ 円 Ⅰ 円 Ｊ （ =I×2/3 ）円 K 円 L 円 M(＝ L-J)円

１　施　設　整　備　費 

（注） (1) 工事請負契約等を締結する単位で作成すること。

(2) 国庫補助金算定方法が交付要綱第４第１号によらない整備区分については、各々の算出方法に基づき算出した基準額の合計に市補助率を乗じたもの（ただし、千円未満は切捨て。）をＦ欄に記入すること。

(3) G欄については、中核市補助（3/4+α）相当額を計上すること。＋αとは中核市の単独補助を指す。

(4) Ａ欄～Ｄ欄の施設種別毎の内訳の金額については、E欄、F欄若しくはG欄の内訳を国庫補助基本額とした場合には、記入不要である。

(5) A欄～H欄の施設整備費計の欄については、内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。

(6) I 欄には、E欄、F欄若しくはG欄の合計のうち最も少ない額である欄の施設種別毎の内訳の金額を記入すること。

(7) J欄は、I 欄の金額に国庫補助率を乗じて得た額とすること。

施 設 整 備 費 計

障　　害　　児　　（者）　　施　　設　　整　　備　　補　　助　　金　　精　　算　　額　　内　　訳

設　 置 　者 　の
総　 事 　業　 費

寄付金その他
の　収　入　額施 設 種 別



別紙２ 

事 業 実 績 報 告 書 

 

１ 対象施設の概要 

 ⑴ 施設の名称及び所在地 

 ⑵ 施設の種類 

 ⑶ 設置主体及び経営主体 

 ⑷ 入所（利用）定員 

現在定員 増加定員 合計 

人 

 

人 

 

人 

 

   

２ 施設整備費に係る事業内容 

 ⑴ 施設の規模及び構造 

  ア 整備事業（解体撤去工事費・仮設施設工事を除く。） 

  （ア）敷地面積 

  （イ）敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別） 

  （ウ）施設整備の区分（創設、改築等の別） 

  （エ）建物の面積   建築面積     ㎡、延面積     ㎡ 

  （オ）建物の構造  （         造） 

   （注）１ 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表を添付すること。 

        なお、改築等の場合は、既存建物との関係を明示すること。 

      ２ 配置図及び各階平面図を添付すること。 

        なお、改築等の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。 

  イ 解体撤去工事（既存建物に係るもの） 

  （ア） 建物の面積   建築面積     ㎡、延面積     ㎡ 

  （イ） 建物の構造   （        造） 

  （ウ） 建築年月日    

  （エ） 補助金の区分  （  年度：国庫・民間・自己資金・その他） 

  （オ） 処分（取り壊し）年月日 

   （注）既存施設の解体撤去工事がわかるものを添付すること。 

  ウ 仮設施設工事 

  （ア） 建物の面積   建築面積     ㎡、延面積     ㎡ 

  （イ） 建物の構造   （        造） 

   （注）① 各室ごと室名及び面積を明らかにした表を添付すること。 

      ② 配置図及び各階平面図を添付すること。 

 ⑵ 支出済事業費総額 

  ア 主体工事費                    円 

  イ 工事事務費                    円 

  ウ 小計（本体工事費）                円 



  エ 介護用リフト等特殊                

    附帯工事費                    円 

    （介護用リフト工事費）              円 

    （         ）              円 

  オ 授産施設近代化整備 

    工事費                      円 

  カ 授産施設等整備工事費               円 

  キ 解体撤去工事費及び  

    仮設施設整備工事費 

    （解体撤去工事費）                円 

    （仮設施設整備工事費）              円 

  ク その他の工事費                  円 

  ケ 地域交流スペース                 円 

  コ 合  計                     円 

  （注） 工事費仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書を添付す

ること。 

⑶ 施行期間 

  ア 契約年月日 

  イ 着工年月日 

  ウ 竣工年月日 

  エ 事業開始年月日 

  オ 解体撤去工事関係 

  （ア）着工年月日 

  （イ）完了年月日 

  カ 仮設施設工事関係 

  （ア）工事期間 

  （イ）仮設施設の使用期間 

⑷ 平成２０年４月１７日社援第０４１７００１号「厚生労働省所管一般会計補助金等に

係る財産処分について」の別添１「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承

認基準」第３の３の⑴に規定する抵当権の設定の有無 

      有  ・  無 

 ⑸ その他参考事項 

  （添付書類） 

   １ 請負の場合は、工事請負契約書の写し 

     直営の場合は、支払領収書の写し 

     賃貸借の場合は、賃貸借契約書の写し（仮設施設整備のみ） 

   ２ 工事完了を確認するに足る検査済証の写し 

     （建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項又は第１８条第７項の

規定による検査済証） 

   ３ 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表 



     （交付申請書に添付したものと同一の場合は省略） 

   ４ 建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図 

     （交付申請書に添付したものと同一の場合は省略） 

   ５ 建物内外主要部分の写真 

   ６ 工事契約金額報告書（別紙①） 

   ７ 抵当権の設定を証明できる書類（登記簿の写し等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙① 

  年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                     所 在 地 

                     名 称 

                     代表者氏名             ㊞ 

 

 

工事契約金額報告書 

 年 月 日付け第 号で交付決定のありました 年度甲府市障害児（者）施設整備費補助

金に係る工事請負契約（設計監理委託契約）を次のとおり締結し施行するとともに、補助金

についてもこれに基づき算定したことを報告します。 

 

 

発注者（委託者） 名 称  

代表者氏名  

請負者（受託者） 名 称  

代表者氏名  

 契 約 年 月 日 金  額 

当初○○工事請負契約 年  月  日 金          円 

○○変更（追加）契約 年  月  日 金          円 

 年  月  日 金          円 

設計監理委託契約 年  月  日 金          円 

 年  月  日 金          円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８号様式（第１２関係） 

第 号 

年  月  日 

 

           様 

 

                        甲府市長           印 

 

 

甲府市障害児（者）施設整備費補助金交付額確定通知書 

 年 月 日付け第 号で交付決定しました 年度甲府市障害児（者）施設整備費補助金に

ついては、 年 月 日付けで提出のありました事業実績報告書に基づき、交付額を次のと

おり確定しましたので通知します。 

 

 

施設の名称 

 

交付確定額   金           円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第１３関係） 

  年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                     所 在 地 

                     名 称 

                       代表者氏名             ㊞ 

 

 

甲府市障害児（者）施設整備費補助金請求書 

 年度甲府市障害児（者）施設整備費補助金として、次のとおり請求します。 

  

 

１ 請 求 額     金           円 

 

２ 支払いの方法  口座振替 

          指 定 金 融 機 関 名：                                                   

          振込先金融機関名：                                         

          預金種別・口座番号：                                   

          口 座 名 義：                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１０号様式（第１４関係） 

  年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                    所 在 地 

                    名 称 

                    代表者氏名              ㊞ 

 

 

概 算 払 請 求 書 

 年 月 日付け第 号で交付決定のありました 年度甲府市障害児（者）施設整備費補助

金について、次のとおり概算払を請求します。 

 

 

１ 概算払請求額   金           円 

 

２ 内 訳 

補助金交付決定

額 

① 

既 概 算 交 付 額 

② 

差  引  額 

①－②＝③ 

今回概算請求額 

④ 

備 考 

 

       

円 

 

   円 

 

円 

      

円 

 

 

 

３ 概算払請求の理由 

                                          

                                          

                                          

 

４ 支払いの方法 口座振替 

         振込先銀行名            預金種別（当座・普通） 

         口  座  名           №               

 

５ 添付書類 

  工事出来高調書 

 

 

 

 



第１１号様式（第５関係） 

  年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                      所 在 地 

                      名 称 

                      代表者氏名            ㊞ 

 

 

年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 年 月 日付け第 号で交付決定のありました 年度甲府市障害児（者）施設整備費補助

金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額については、次のとおり報告します。 

 

 

１ 施設の種類及び名称 

２ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１５

条の規定による確定額又は事業実績報告による精算額 

金            円 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

（要補助金等返還相当額） 

                         金            円 

４ 添付書類 

３の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳を確認するための書類（確定申

告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１２号様式（第５関係） 

  年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                     所 在 地 

                     名 称 

                     代表者氏名             ㊞ 

 

 

財産処分承認申請書 

 

 年度甲府市障害児（者）施設整備費補助事業により取得した財産を、次のとおり処分した

いので、甲府市障害児（者）施設整備費補助金交付要綱第５第１２号の規定に基づき、申請

します。 

 

 

 

処分しようとする 

財 産 の 明 細 

 

 

 

 

 

 

処 分 の 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

処 分 の 理 由 

 

 

 

 

 

 

処分による収益                         円 

処分予定年月日 年     月     日 

注 その他必要な書類を添付すること。 

 

 

 

 


